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 地方団体から申出のあった交付税の算定方法に関する 

 意見の処理について 【地方交付税法第 17 条の 4】 

 

１ 意見の提出数（令和７年８月以降） 

 

 

 

 

 

２ 法律事項に係る意見の処理について 

  

７３項目（２２１件）のうち５８項目（１３６件）（別紙の「処理状況」欄に※を付したもの）

について意見の趣旨を踏まえ算定方法の改正等を行う。 

また、６項目（５７件）（別紙の「処理状況」欄に△を付したもの）は採用しないが引き

続き検討を行う。 

 

【意見の趣旨を踏まえて算定方法の改正等を行う主な例】  

○地方交付税の総額の確保                ２項目（２４件） 

○給与改定を反映した適切な算定             ７項目（  ８件） 

○物価高に対応した適切な算定              ２項目（ ６件） 

○公共土木施設の維持管理に要する経費の充実       １項目（ ２件） 

○準要保護生徒関係経費の適切な算入について       １項目（ １件） 

○児童相談所・一時保護所運営に係る算入経費の充実    １項目（ １件） 

○私立保育園等における障害児保育補助の拡充について   １項目（ １件） 

○地域デジタル社会推進費の継続             ３項目（ ５件） 

○消防防災ヘリコプター管理委託等に要する経費の 

適切な反映                      １項目（１２件） 

項目数 件数

都道府県分 56 194
市町村分 17 27

計 73 221
法律事項












